
 
   

いずみの苑通所介護事業所 指定認知症対応型通所介護 

指定介護予防認知症対応型通所介護 重要事項説明書 別紙 

 

１ 介護保険適用時の料金 

指定認知症対応型通所介護  ≪地域区分１１．１０≫ 

利用料金（要介護１～要介護５の方）    

所要時間５時間以上６時間未満の場合 

 
１日あたりの利用料金 

１日あたりの自己負担金 

（１ 割） （２ 割） （３ 割） 

要支援１  （667 単位） ７，４０３ ７４１ １，４８１ ２，２２１ 

要支援２  （743 単位） ８，２４７ ８２５ １，６５０ ２，４７５ 

要介護１ （771 単位） ８，５５８ ８５６ １，７１２ ２，５６８ 

要介護２ （854 単位） ９，４７９ ９４８ １，８９６ ２，８４４ 

要介護３ （936 単位） １０，３８９ １，０３９ ２，０７８ ３，１１７ 

要介護４ （1,016 単位） １１，２７７ １，１２８ ２，２５６ ３，３８４ 

要介護５ （1,099 単位） １２，１９８ １，２２０ ２，４４０ ３，６６０ 

所要時間６時間以上７時間未満の場合 

 
１日あたりの利用料金 

１日あたりの自己負担金 

（１ 割） （２ 割） （３ 割） 

要支援１  （684 単位） ７，５９２ ７６０ １，５１９ ２，２７８ 

要支援２  （762 単位） ８，４５８ ８４６ １，６９２ ２，５３８ 

要介護１  （790 単位） ８，７６９ ８７７ １，７５４ ２，６３１ 

要介護２  （876 単位） ９，７２３ ９７３ １，９４５ ２，９１７ 

要介護３  （960 単位） １０，６５６ １，０６６ ２，１３２ ３，１９７ 

要介護４ （1,042 単位） １１，５６６ １，１５７ ２，３１４ ３，４７０ 

要介護５ （1,127 単位） １２，５０９ １，２５１ ２，５０２ ３，７５３ 

所要時間７時間以上８時間未満の場合 

 
１日あたりの利用料金 

１日あたりの自己負担金 

（１ 割） （２ 割） （３ 割） 

要支援１  （773 単位） ８，５８０ ８５８ １，７１６ ２，５７４ 

要支援２  （864 単位） ９，５９０ ９５９ １，９１８ ２，８７７ 

要介護１  （894 単位） ９，９２３ ９９３ １，９８５ ２，９７７ 

要介護２  （989 単位） １０，９７７ １，０９８ ２，１９６ ３，２９４ 

要介護３ （1,086 単位） １２，０５４ １，２０６ ２，４１１ ３，６１７ 

要介護４ （1,183 単位） １３，１３１ １，３１４ ２，６２７ ３，９４０ 



 
   

要介護５（1,278 単位） １４，１８５ １，４１９ ２，８３７ ４，２５６ 

加算の利用料金  

 
１日あたりの利用料金 

１日あたりの自己負担金 

（１ 割） （２ 割） （３ 割） 

入浴介助加算Ⅰ（40 単位） ４４４ ４５ ８９ １３４ 

個別機能訓練加算Ⅰ（27 単位） ２９９ ３０ ６０ ９０ 

サービス提供体制強化加算 

 (Ⅰ)  （22 単位） 

（Ⅱ） （18 単位） 

（Ⅲ）  （6 単位） 

（１月につきいずれか） 

介護職員等処遇改善加算 

 

２４４ 

１９９ 

 ６６ 

 

２５ 

２０ 

 ７ 

 

４９ 

４０ 

１４ 

 

７４ 

６０ 

２０ 

送迎減算（片道 47 単位） ▲５２１ ▲５３ ▲１０５ ▲１５７ 

加算について 

 指定通所介護 

入浴介助加算Ⅰ 職員に対し、入浴介助に関する研修を実施し、かつ入浴介助を行っ

た場合、1日 40単位を加算します。 

個別機能訓練加算

Ⅰ 

 

１日１２０分以上専従の機能訓練指導員を配置し、多職種が共同で

アセスメントを行い、個別機能訓練計画書を作成します。複数の訓

練項目を準備し、当該計画書に基づいて、身体機能・生活機能の向

上を目標に利用者ごとに訓練項目を選びながら、実施しており、開

始時及び３か月に１回以上個別機能訓練計画書内容を説明している

場合、１日につき２７単位算定します。 

個別機能訓練加算

Ⅱ 

個別機能訓練Ⅰを算定しており、厚生労働省への情報提供（LIFE）

を行った場合に、一月につき、２０単位加算します。 

サービス提供体制

加算（Ⅰ） 

以下、いずれかに該当する場合、加算します。 

① 介護福祉士が 70％以上配置されている場合、加算します。 

② 勤続 10年以上介護福祉士 25％以上 

1回 22単位 

サービス提供体制

加算（Ⅱ） 

介護福祉士が 50％以上配置されている場合、加算します。 

1回 18単位 

サービス提供体制

加算（Ⅲ） 

以下、いずれかに該当する場合、加算します。 

① 介護福祉士が 40％以上配置されている場合 

② 勤続 7年以上介護士 30％以上 

1回 6単位 



 
   

介護職員等処遇改

善加算 

厚生労働大臣が定める介護職員の賃金の改善等を実施して、都道府

県知事に届け出た指定通所介護事業所（介護予防）が、利用者に対

し、指定通所介護（介護予防）を行った場合に、1 月分の利用単位

の総数の（Ⅰ）9.2％（Ⅱ）9.0％（Ⅲ）8.0％（Ⅳ）6.4％を加算し

ます。＊職場環境の改善および経験技能のある職員の割合に応じ設

定される。 

同一建物に対する

減算（94 単位） 

指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該

事業所に通う者に指定通所介護を行った場合、１日につき 94 単位減

算。（傷病等やむを得ず、送迎が必要な場合を除く） 

送迎減算 

（片道 47 単位） 

利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行

なわない場合は、片道につき 47 単位を所定単位数から減算する。 

 

２、その他の利用料金 

 １日あたりの利用料金及び内訳 自己負担額 

食事代 ・１食（昼食＋おやつ）    800円 

・１食（昼食）        650円 

全額自己負担 

活動教材費 

（その他日常

生活費） 

・書道活動                110円 

・パステル活動              150円 

・カレンダー活動              40円 

・ぬりえ・脳トレ活動            10円 

・コーヒータイム              30円  

・手工芸                実費徴収  

全額自己負担 

３ キャンセル料金 

①ご利用日の前営業日午後５時までにご連絡いただいた場合 無料 

②ご利用日の前営業日午後５時までにご連絡がなかった場合の 

介護度別（下記参照）の費用と１回分の昼食・おやつ代 

全額自己負担 

③所要時間５時間以上 6 時間未満の場合 

 キャンセル料（円） 

要支援１  （667 単位）     ７４１ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要支援２  （743 単位）     ８２５ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護１ （771 単位）     ８５６  ＋  食事代（昼食・おやつ代） 

要介護２  （854 単位）   ９４８ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護３ （936 単位） １，０３９ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護４ （1016 単位） １，１２８ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護５ （1099 単位） １，２２０ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 



 
   

④所要時間 6 時間以上 7 時間未満の場合 

 キャンセル料（円） 

要支援１  （684 単位）     ７６０ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要支援２  （762 単位）   ８４６ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護１  （790 単位）   ８７７ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護２  （876 単位）   ９７３ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護３  （960 単位） １，０６６ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護４ （1042 単位） １，１５７ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護５ （1127 単位） １，２５１ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

⑤所要時間 7 時間以上 8 時間未満の場合 

 キャンセル料（円） 

要支援１  （773 単位）     ８５８ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要支援２  （864 単位）    ９５９  ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護１  （894 単位）   ９９３ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護２   ( 989 単位） １，０９８ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護３ （1086 単位） １，２０６  ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護４ （1183 単位） １，３１４ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

要介護５ （1278 単位） １，４１９ ＋ 食事代（昼食・おやつ代） 

 


